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年　　月　　日

滞納に係る徴収金を徴収するため、下記のとおり財産の監守保存処分をします。なお、この処分について不服がある場合は、この調書を受けとった日から３か月以内に、町長あてに審査請求をすることができます。

	滞納者
	住（居）所
	

	
	氏名
	

	滞納金額
	整理番号
	年度
	期別
	税目
	納期限
	税額
	延滞金
	加算金
	滞処費

	
	
	
	
	
	・ ・
	円
	地方税法
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	による金
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	額
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	・ ・
	
	
	
	

	監守保全処分財産の表示
	

	上記の監守保存処分に立ち会い、監守保存処分調書謄本を受領しました。
年　　月　　日
立会人（滞納者との関係　　　　　）　　　　　　　　印

	監守保存処分調書謄本を受領しました。なお、上記監守保存処分財産は、通知のあるまで無償で保管します。
年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	上記監守保存処分財産の保管を命じます。
年　　月　　日


	摘要
	



